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1 経営戦略策定方針 

1.1 策定の背景と趣旨 

近年、全国的に人口が減少傾向に転じており、水道事業としては料金収入の減少等が懸念

され、さらに、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来により、経営環境は厳しさを

増しているところです。当企業団においても、浄水場等の設備類については、今後 10 年以内

に老朽化に伴う更新が必要になり、さらに、大地震をはじめとする災害に備えた耐震化も必

要であることなどから、施設整備に係る費用負担が大きくなります。 

水道はライフラインとして必要なことから、水道事業者の役割は、安全な水を安定的に供

給することが第一です。その役割を果たすためには、経営状況を勘案しつつ、将来を見据え

て施設の整備等を計画的に行っていく必要があります。 

当企業団においては、長期的な運営方針により、将来にわたって安定的に事業を継続する

ため、中長期的な経営の基本計画として平成 31 年 3 月に「経営戦略」を策定しました。 

計画を策定してから数年が経過し、動力費の増加など経営状況がますます厳しくなってい

ることから、現状の把握と将来の予測をしたなかで、水道施設の計画的な更新を進め、施設

の健全性の維持と安定した経営の継続ができるよう、経営戦略の更新を行います。 
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1.2 計画の位置付け 

当企業団では、事業運営の計画として、将来目指すべき方向や中長期の取組方針及び方策を

定めた「峡東地域広域水道企業団 地域水道ビジョン、平成22年 2月」に基づき事業運営を行

ってきました。地域水道ビジョンは、厚生労働省の「新水道ビジョン、平成25年 3月」に基づ

き平成30年度に「峡東地域広域水道企業団 水道事業ビジョン」として見直しを行いました。

「経営戦略」は、水道事業ビジョンで掲げた施策を実現するための中長期的な経営の基本計画

と位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 計画の位置付け 

1.3 計画期間 

令和 5（2023）年度から令和 14（2032）年度までの 10 年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業運営の計画＞ 

将来目指すべき方向や中長期の

取組方針及び方策 

『水道事業ビジョン』 

水道事業ビジョン（平成 31 年 3 月）策定 

地域水道ビジョン（平成 22 年 2 月）策定 
『経営戦略』 

中長期的な経営の基本計画 
改定 

実現策 

1０年間の投資計画と財政計画 
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2 水道事業の概要 

2.1 沿革 

1990 年代、峡東地域の各水道事業は、水源を表流水・地下水・湧水に求めていました。し

かし、都市化や核家族化の進行などによる水需要の高まりに伴い、水源確保・整備に関わる

予算の確保に苦慮していたこと、また、水源水質の悪化や不安定な水源水量に悩まされてい

たことなどから、水道水の安定供給に関する要望が強くなってきました。 

このような背景の下、将来にわたって安全な水道水を安定供給できる水道事業の実現を目

指して、構成団体は山梨県による『琴川ダム総合開発事業』に参画した上、峡東地域広域水

道用水供給事業を計画しました。平成 3 年 4 月に峡東地域広域水道企業団が設立され、平成

4 年 7 月には水道用水供給事業の経営認可を受け、そして、平成 20 年度から、構成団体へ水

道用水の供給を開始しました。 

2.2 事業の現況 

１）給水（令和４年度実績） 

現在の施設能力は 19,000 ㎥/日、一日最大給水量は 18,344 ㎥/日、年間有収水量は 6,222

千㎥となっています。 

表 2-1 峡東地域広域水道企業団水道用水供給事業の概要（令和 4 年度） 

供⽤開始年⽉ 平成 20 年 4 ⽉ 計画給⽔量 19,000 ㎥/⽇ 

法適（全部・財務）・
⾮適の区分 

法適（全部） 

⼀⽇最⼤給⽔量 18,344 ㎥/⽇ 
年間有収⽔量 6,222 千㎥/年 

構成団体 
甲州市 
⼭梨市 
笛吹市 

表 2-2 給水対象 

給⽔対象名（構成団体） 計画⼀⽇最⼤給⽔量 令和 4 年度年間給⽔量 

甲州市 
塩⼭ 4,450 ㎥/⽇ 1,591 千㎥/年 
勝沼 1,150 ㎥/⽇ 360 千㎥/年 

⼭梨市 
⼭梨 4,200 ㎥/⽇ 1,391 千㎥/年 
牧丘 2,000 ㎥/⽇ 517 千㎥/年 

笛吹市 
春⽇居 2,760 ㎥/⽇ 906 千㎥/年 
⽯和 2,540 ㎥/⽇ 858 千㎥/年 
⼀宮 1,900 ㎥/⽇ 636 千㎥/年 
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２）施設 

琴川ダムは富士川水系笛吹川支川、琴川の山梨県山梨市牧丘町北原に位置しており、そこ

で貯水された放流水を水源として利用します。取水場及び浄水場は、下流の山梨市牧丘町杣

口地内にあり、1 日最大 20,000 ㎥取水します。約 320ｍの導水トンネルをとおり、杣口浄水

場において約６時間をかけて浄水処理を行い、１日最大 19,000 ㎥の水道用水を、11 箇所の

場外送水施設で調節しながら、16 箇所の受水地点へ送水します。送水管路は、甲州市、山

梨市と笛吹市に送水する東ルートと、山梨市と笛吹市に送水する西ルートの２系統に分かれ

ており、総延長は約 66ｋｍになります。直径 150ｍｍから 400ｍｍの太さのものを使用して

います。 

 

図 2.1 水道施設の概要図 
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表 2-3 水道施設の概要（令和 4 年度） 

⽔源 琴川ダムの放流⽔（20,000 ㎥/⽇） 

施設数 

浄⽔施設設置数 1（凝集沈澱・急速ろ過） 

送⽔管延⻑ 65,570m 配⽔池設置数 2 池（2,480 ㎥） 

場外送⽔施設 11 

施設能⼒ 19,000 ㎥/⽇ 施設利⽤率 89.89％ 

 

３）水道用水供給料金 

水道用水供給事業は「地方公営企業」で、独立採算を原則としています。水道施設の建設・

改良、運転・管理等にかかる経費は、すべて構成団体からの料金収入でまかなわれています。

また、創設期の事業費を確保するために企業債（借入金）を起こし対応しましたが、その償

還（返済）の財源も料金収入でまかなっています。 

当企業団における料金体系の概要・考え方は、表 2-4 に示すとおりであり、現在の料金体

系は、平成 24 年 4 月 1 日より適用されています（消費税のみの改定は含んでいません）。 

表 2-4 料金体系の概要・考え方 

料⾦体系の概要・考え⽅ 

料⾦体系の概要︔責任⽔量制の供給料⾦（105 円/㎥） 
料⾦体系の考え⽅︔現⾏体系は、責任⽔量制に基づき、年間責任

⽔量に供給料⾦を乗じて算定します。 
  （年間の⽔道⽤⽔供給料⾦） 
   甲州市 5,600 ㎥×365 または 366×105 円/㎥ 
   ⼭梨市 6,200 ㎥×365 または 366×105 円/㎥ 
   笛吹市 7,200 ㎥×365 または 366×105 円/㎥ 
資産維持費の算定︔⽔道施設の更新、耐震化対策など事業に必要

な費⽤を資産維持費として⾒込んでいます 
料⾦改定年⽉⽇ 
（消費税のみの改定は含まない） 

平成 24 年 4 ⽉ 1 ⽇ 

 

４）組織 

当企業団は、企業長（山梨市長、構成団体の長の互選）が水道事業管理者の職務を行って

おり、水道事業管理者の権限に属する事務処理をするため事務局が設置されています。 

安定給水を目的とした組織づくりと効率的な事業運営に努めております。令和５年４月１

日現在、事務局長（山梨市から派遣）、職員５名、第三者委託の受託業者（16 名が従事）で運

営しています。 
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図 2.2 企業団の運営体制 

 

表 2-5 職員数、職種、年齢構成等（職員、嘱託） 

職員数 5 ⼈ 

職種 
事務職（3 ⼈） 
技術職（2 ⼈） 

年齢構成 年齢層 職員数 
 20 歳以上〜30 歳未満 事務 2 ⼈ 
 30 歳以上〜40 歳未満 事務１⼈ 
 40 歳以上〜50 歳未満 技術 2 ⼈ 
 計 5 ⼈ 

職員の平均勤続年数 9.8 年 
令和５年度時点 

 

 

 

 

 

 

 

企業⻑ 
（⼭梨市⻑） 

事務局⻑ 
（⼭梨市から派遣） 

総務担当 
【職員 2 名】 

施設管理担当 
【職員 3 名】 

浄⽔場等の運転管理 
【第三者委託の受託業者】 

事務局 

企業⻑職務代理者（笛吹市⻑） 
副企業⻑（甲州市⻑） 

監査委員 議    会 
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3 これまでの主な経営健全化の取組について 

水道用水供給事業においては、自らの判断と責任に基づき、経営健全化等に不断に取り組

むことが必要とされており、その現状について公表することとなっています。ここでは、民

間活用や施設の統廃合、広域化等のこれまでの経営健全化の取組について示します。 

 

１）民間活用 

当企業団では、水質検査、浄水場等の運転・管理などの業務を民間事業者に第三者委託し、

民間のノウハウと技術力を活用するとともに、組織のスリム化と経費の縮減に努めています。 

なお、当企業団では、事業運営の骨格となる業務については、引き続き職員が担うものと

します。浄水場等の運転管理については、第三者委託による民間委託を継続することで、民

間事業者等の有するノウハウを活用します。 

表 3-1 現在の委託状況（主な委託業務） 

業務名 委託の内容 

浄⽔場運転管理等業務 
（第三者委託） 

供給開始時より、毎⽇ 24 時間の浄⽔場等の運転・管理を第三者委託し
ています 

⽔質検査業務 1 ⽇ 1 回検査以外の⽔質検査計画に基づく⽔質検査のすべてを、⽔道
法第 20 条第 3 項に係る厚⽣労働⼤⾂登録検査機関に委託しています 

設備保守点検業務 年 1 回の法定点検を委託しています 

 

２）施設の統廃合 

峡東地域では、水道の水源として、多くを河川の表流水、地下水、湧水に依存していまし

たが、これらは小規模な施設が多く、水質の悪化、水量の不安定さにより、水道用水の安定

供給のため新たな水源の確保が強く望まれていました。これに対応するため、水源を山梨県

で行う琴川総合開発事業計画での琴川ダムに求め、水道用水の長期安定供給を図り広域的な

見地から水道施設の整備を行い、平成 20 年 4 月より水道用水の供給を開始しました。 

構成団体の水道事業では、水道施設の統廃合を進める計画となっていますが、安定水源で

ある当企業団の水道用水を軸に水道水を供給する計画となっており、当企業団としては現在

の施設能力 19,000 ㎥/日を維持することとします。 

 

３）広域化 

山梨県では、平成 29 年度より構成団体と広域化検討会議を開催しており、令和 5 年度には

「令和 5 年度第１回山梨県市町村等水道事業の広域連携等に関する検討会議」を開催してい

ます。峡東地域においては、広域的な取組として、当企業団による水道用水の広域的な安定
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供給に取り組んできたところですが、将来の広域化方策について、構成団体と連携して検討

を進めます。 

４）抜本的な改革等の取組状況の公表 

地方公営企業の経営については、その経営の健全化等に不断に取り組むことが必要であり、

その前提として、まず、現在公営企業が行っている事業そのものの意義やサービス自体の必

要性等について検証することが重要であるとされ、検証の結果、事業の継続やサービスの提

供自体は必要と判断された場合であっても、採算性の判断を行い、完全民営化や民間企業へ

の事業譲渡等について検討する必要があるものとされています。 

当企業団では、山梨県のホームページにおいて、当企業団の「地方公営企業の抜本的な改

革等の取組状況」について公表しています。 

 

HP の URL）https://www.pref.yamanashi.jp/shichoson/koueikigyou-bapponkaikaku.html 

図 3.1 抜本的な改革等の取組状況の公表 
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4 経営指標による評価・分析 

4.1 経営比較分析表について 

各公営企業において、経営及び施設の状況を表す経営指標をとりまとめたものであり、当

該団体の経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、

経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。 

また、類似団体と比較することで、現在の水準を把握できるほか、自らの財政状況を関係

機関や住民の方々等への分かり易い説明資料としても活用できます。 

 

【経営の健全性・効率性】 

① 経常損益；経常収支比率（％） 

② 累積欠損；累積欠損金比率（％） 

③ 支払能力；流動比率（％） 

④ 債務残高；企業債残高対給水収益比率（％） 

⑤ 料金水準の適切性；料金回収率（％） 

⑥ 費用の効率性；給水原価（円） 

⑦ 施設の効率性；施設利用率（％） 

⑧ 供給した配水量の効率性；有収率（％） 

【老朽化の状況】 

① 施設全体の減価償却の状況；有形固定資産減価償却率（％） 

② 管路の経年化の状況；管路経年化率（％） 

③ 管路の更新投資の実施状況；管路更新率（％） 

 

4.2 各経営指標の評価・分析結果 

当企業団の水道用水供給事業における総務省が公表する経営比較分析表にて定義する各経

営指標を平成 24 年度から平成 29 年度の決算の状況から整理し、類似団体（類似団体の対象

は、全国の用水供給事業の平均値）と比較して現在の事業環境について評価・分析しました。 

以下に、各経営指標の評価・分析結果を示します。 

 

 

 

 

 

経営指標 
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表 4.1 経常損益；経常収支比率（％） 

①経常収支比率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

 

【指標の意味】 ・当該年度において、給水収益や繰入金等の収益で、維持管理費や支払利

息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です 

【分析の考え方】 ・100％以上（＝黒字）が必要です 

【本企業団の評価】 

平成29年度～令和4年度の経常

収支比率は100％を上回っており、

給水収益で経常費用を賄えていま

すが、全国平均を若干上回ってい

ます。 

 

 

表 4.2 累積欠損；累積欠損金比率（％） 

②累積欠損金比率（％） 

（望ましい向き「↓」） 

 

【指標の意味】 ・営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標です 

【分析の考え方】 ・0％（＝累積欠損金発生なし）が求められます 

【本企業団の評価】 

平成29年度～令和3年度におい

て欠損金は発生していませんが、

令和4年度は除却資産の見直しに

伴い累積欠損金が発生していま

す。 

 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 108.57 107.83 107.70 107.50 108.70 107.40

平均値 114.26 112.98 112.91 111.13 112.49 107.26

0

20

40

60

80

100

120

企業団 平均値①経常収⽀⽐率（％）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.50

平均値 10.58 10.49 9.92 12.29 8.77 8.90

0

20

40

60

80

100

120

140

160

企業団 平均値②累積⽋損⾦⽐率（％）

経常収支比率（％）＝ 
（営業収益＋営業外収益） 

（営業費用＋営業外費用） 
×100 

累積欠損金比率（％）＝ 
当年度未処理欠損金 

（営業収益－受託工事収益） 
×100



11 

表 4.3 支払能力；流動比率（％） 

③流動比率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

 

【指標の意味】 ・短期的な債務に対する支払能力を表す指標です 

【分析の考え方】 ・100%以上が必要です 

・流動負債には企業債等が含まれており、将来、給水収益等により償還・返

済の原資を得ることが予定されている場合は、一概に支払能力がないとは

いえません 

【本企業団の評価】 

平成29年度～令和4年度の流動

比率は700％以上で、全国平均を

大きく上回っており、短期的な債務

に対する支払能力は高いです。 

令和4年度は、未払金が一時的

に発生したため流動比率が低くな

っています。 

  

 

表 4.4 債務残高；企業債残高対給水収益比率（％） 

④企業債残高対給水収益比率（％）

（望ましい向き「↓」） 

 

【指標の意味】 ・給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指

標です 

【分析の考え方】 ・明確な数値基準はありません 

・経年比較や類似団体との比較を行います 

【本企業団の評価】 

企業債残高対給水収益比率

は、全国平均と同水準で、平成29

年度の300％弱から令和4年度に

200％弱まで減少しており、企業債

の借入れがなかったため、平成29

年度より数値が改善されていま

す。 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 1,541.53 1,598.24 1,679.03 1,639.31 1,901.91 785.88

平均値 243.44 258.49 271.10 284.45 309.23 311.53

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

企業団 平均値③流動⽐率（％）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 291.98 271.58 250.03 229.37 207.59 185.39

平均値 303.26 290.31 272.96 260.96 240.07 226.66

0

100

200

300

400

企業団 平均値④企業債残⾼対給⽔収益⽐率

流動比率（％）＝ 
流動資産 

流動負債 
×100

企業債残高対給水収益比率（％）＝ 
企業債現在高 

給水収益 
×100
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表 4.5 料金水準の適切性；料金回収率（％） 

⑤料金回収率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

 

【指標の意味】 ・給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標です 

【分析の考え方】 ・100%を下回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収入で賄わ

れています 

・適切な料金収入の確保が出来ているか分析します 

【本企業団の評価】 

平成29年度～令和4年度の料金

回収率は100％を上回っており、給

水に係る費用が、給水収益で賄え

ています。また、全国平均と同水

準で推移しており、適切な料金収

入の確保が出来ています。 

 

 

表 4.6 費用の効率性；給水原価（円） 

⑥給水原価（円） 

（望ましい向き「↓」） 

 

【指標の意味】 ・有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指

標です 

【分析の考え方】 ・明確な数値基準はありません 

・経年比較や類似団体との比較等を行います 

・必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減といった経営改善が必要

です 

【本企業団の評価】 

給水原価は、全国平均を大きく

上回っているのは、供用開始後間

もないため多額の減価償却費及び

支払利息を計上しているためで

す。 

 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 113.04 111.37 110.58 110.95 112.57 111.29

平均値 114.14 112.83 112.84 110.77 112.35 106.36

0

20

40

60

80

100

120

企業団 平均値⑤料⾦回収率（％）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 104.35 105.15 105.44 106.90 105.37 105.16

平均値 73.03 73.86 73.85 73.18 73.05 76.99

0

20

40

60

80

100

120

企業団 平均値⑥給⽔原価（円）

料金回収率（％）＝ 
供給単価 

給水原価 
×100

給水原価 

（円） 

（経常費用-不用品売却原価等-長期前受金戻入） 

年間総有収水量 
＝ 
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表 4.7 施設の効率性；施設利用率（％） 

⑦施設利用率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

 

【指標の意味】 ・一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や

適正規模を判断する指標です 

【分析の考え方】 ・明確な数値基準はありません 

・経年比較や類似団体との比較等を行います 

【本企業団の評価】 

施設利用率は、全国平均を上回

る数値であり、直近の５年間は

90％近くの数値で高い施設の利用

状況です。 

 

 

表 4.8 供給した配水量の効率性；有収率（％） 

⑧有収率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

 

【指標の意味】 ・施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標です 

【分析の考え方】 ・100%に近いほど施設の稼働状況が収益に反映されています 

【本企業団の評価】 

100％を維持しており、施設の

稼働が収益につながっています。  

 

 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 89.01 89.66 90.05 88.53 88.52 89.89

平均値 62.19 61.77 61.69 62.26 62.22 61.45

0

20

40

60

80

100

企業団 平均値⑦施設利⽤率（％）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

平均値 100.05 100.08 100.00 100.16 100.28 100.29

0

20

40

60

80

100

120

企業団 平均値⑧有収率（％）

施設利用率（％）＝
一日平均配水量 

一日配水能力 
×100

有収率（％）＝ 
年間総有収水量 

年間総配水量 
×100 
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表 4.9 施設全体の減価償却の状況；有形固定資産減価償却率（％） 

①有形固定資産減価償却率（％） 

（望ましい向き「↓」） 

 

【指標の意味】 ・有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを

表す指標で、資産の老朽化度合を示します 

【分析の考え方】 ・明確な数値基準はありません 

・経年比較や類似団体との比較等を行います 

・数値が100%に近いほど、保有資産が法定耐用年数に近づいています 

【本企業団の評価】 

全国平均を下回っていますが、経

年的に増加傾向で推移しています。 

耐用年数が比較的短い設備類に

おいて経年化が進んでいることか

ら、今後10年間で考えると、計画的

に更新を進める必要があります。 

 

 

表 4.10 管路の経年化の状況；管路経年化率（％） 

②管路経年化率（％） 

（望ましい向き「↓」） 

 

【指標の意味】 ・法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合

を示します 

【分析の考え方】 ・明確な数値基準はありません 

・経年比較や類似団体との比較等を行います 

・数値が高いほど法定耐用年数を超過した管路を多く保有しています 

【本企業団の評価】 

全国的には老朽化が問題となっ

ていますが、供用開始後間もない

ため、法定耐用年数40年を経過し

ている管路はなく、これまで0％で

した。 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 28.62 31.47 34.18 37.01 39.91 47.20

平均値 54.73 55.77 56.48 57.50 58.52 59.51

0

10

20

30

40

50

60

企業団 平均値①有形固定資産減価償却率（％）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 22.46 25.84 27.61 30.30 31.74 32.38

0

5

10

15

20

25

30

35

企業団 平均値②管路経年化率（％）

有形固定資産 

減価償却率（％） 

有形固定資産減価償却累計額 

有形固定資産のうち 

償却対象資産の帳簿原価 

×100 ＝ 

管路経年化率 

（％） 

法定耐用年数を経過した管路延長 

管路延長 
×100＝ 
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表 4.11 管路の更新投資の実施状況；管路更新率（％） 

③管路更新率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

 

【指標の意味】 ・当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや

状況を把握できます 

【分析の考え方】 ・明確な数値基準はありません 

・経年比較や類似団体との比較等を行います 

・数値が1%の場合、全ての管路を更新するのに100年かかる更新ペースです 

【本企業団の評価】 

供用開始後間もないため、管路

の更新は実施しておらず、これま

で0％でした。 

ただし、耐震適合性のある管注）

の割合（耐震適合率）は89.4％であ

り、軟弱地盤、液状化しやすい地

盤における耐震化が必要です。 

 

 

注）耐震管及び耐震適合性のある管について 

管路の場合、管自体の耐震性能に加えて、その管が布設された地盤の性状（例えば軟弱地盤、液状化し

やすい地盤など）によって、その耐震性が大きく左右されます。 

耐震管とは、地震の際でも継ぎ目の接合部分が離脱しない構造となっている管のことをいいます。それに

対して、耐震管以外でも管路が布設された地盤の性状を勘案すれば耐震性があると評価できる管等があり、

それらを耐震管に加えたものを「耐震適合性のある管」と呼んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4

企業団 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.27 0.24 0.20 0.32 0.28 0.40

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

企業団 平均値③管路更新率（％）

管路更新率（％）＝ 
当該年度に更新した管路延長 

管路延長 
×100
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4.3 経営比較分析のまとめ 

１）経営の健全性・効率性 

経営状況は、経常収支比率と料金回収率とも 100％を超え、黒字経営を維持しており、経営

に必要な経費を料金で補うことができる健全な経営状況です。流動比率も 100％以上で短期

的債務に対する支払は確保できています。しかしながら、給水原価は類似団体の平均値を上

回っており、更なる経費節減を図っていく必要があります。施設利用率は類似団体の平均値

より高く、施設の規模としては概ね適切な規模といえます。 

 参考に、受水団体の経営状況をみると、３市とも供給単価よりも給水原価が高く、料金回

収率は 100％を下回っており、独立採算による経営が困難な状況となっています。特に、甲州

市については、令和２年度に旧簡易水道事業統合による給水原価の増加が、料金回収率の低

下を招いています。 

 

２）老朽化の状況 

有形固定資産減価償却率は、類似団体に比べ低い数値となっていますが、供給開始から 10

年が経過し、電気機械設備等は経年劣化が進んでいるので技術的基盤に基づいた更新を計画

的・効率的に進める必要があります。 

管路については、法定耐用年数に達していないので更新は行っていません。 

 

３）全体総括 

 今後、耐用年数に応じた施設・設備等の更新事業については、施設の機能診断等を実施し

て延命化を図りつつ、大規模な更新事業に備えた財源の確保に努め、更なる経費の削減を検

討する必要があります。また、投資と財政に関する計画を策定し、健全で効率的な事業経営

に努めていく必要があります。 

 

 

  



17 

 

※１）「決算状況調査（総務省）」（上水道事業と用水供給事業）のデータをもとに作成しました。 

※２）減価償却費は長期前受金戻入額を控除した値です。     

図 3.2 給水原価の費用構成 

 

 

                                                ※⽤⽔供給:負担⾦、上⽔道事業：受⽔費
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5 将来の事業環境 

5.1 水需要の見通し 

１）将来人口 

峡東地域の人口は、近年は減少傾向で推移しています。今後、さらに少子・高齢化が進む

と、人口の減少が大きくなると考えられます。国立社会保障・人口問題研究所による人口推

計によると、令和 32（2050）年には 10 万人を切り、9.0 万人まで人口が減少すると見込んで

います。 

 

 
出典）「⽇本の地域別将来推計⼈⼝（令和５（2023）年推計）」、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 

図 5.1 将来人口の見通し 
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２）給水人口 

当企業団が供給している地域の令和 4 年度の給水人口は 43,804 人であり、受水割合の増加

に伴い経年的に増加傾向で推移しています。「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年

推計）」をベースに受水割合を令和４年度実績一定で、当企業団が供給している地域の将来の

給水人口を推計すると、令和 32 年度には 30,240 人と令和 4 年度実績の 69％の水準まで減少

する見込みです。 

 

 

※１）給⽔⼈⼝は、⽤⽔供給事業が供給している給⽔⼈⼝であり、以下の式で推計した。 
     ⽤⽔供給事業が給⽔している給⽔⼈⼝ ＝ 対象区域の給⽔⼈⼝×受⽔割合 
       対象区域は甲州市上⽔道、⼭梨市上⽔道、牧丘第１簡易⽔道、牧丘第２簡易⽔道及び笛吹市上⽔道である。 
※２）将来値は、「⽇本の地域別将来推計⼈⼝（令和５（2023）年推計）」をベースに推計した。 

図 5.2 給水人口の推移 
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３）給水量 

当企業団の令和 4 年度一日平均給水量は 17,534 ㎥/日であり、受水割合の増加に伴い経年

的に増加傾向で推移しています。将来的には構成団体の給水量は、人口減少に伴い減少傾向

で推移する見込みです。受水割合を令和４年度実績一定で、当企業団の給水量を推計すると、

令和 32 年度には 11,638 ㎥/日と令和 4 年度実績の 66％の水準まで減少する見込みです。 

当企業団からの給水量は、令和 4 年度実績で一日最大給水量が 18,344 ㎥/日、一日平均給

水量 17,537 ㎥/日となっており、施設能力 19,000 ㎥/日に対して高い稼働状況となっていま

す。当企業団の将来の一日最大給水量は、計画値である 19,000 ㎥/日と見込みます。 

ただし、受水団体の水需要が減少傾向に推移する見込みであることから、当企業団の給水

量も減少傾向に推移する時期が訪れる可能性があります。今後は、責任水量制の継続や水道

料金の見直しについて検討していくことが必要となります。 

 

 

※１）給⽔⼈⼝は、⽤⽔供給事業が供給している給⽔⼈⼝であり、以下の式で推計した。 
     ⽤⽔供給事業が給⽔している給⽔⼈⼝ ＝ 対象区域の給⽔⼈⼝×受⽔割合 
       対象区域は甲州市上⽔道、⼭梨市上⽔道、牧丘第１簡易⽔道、牧丘第２簡易⽔道及び笛吹市上⽔道である。 
※２）将来値は、「⽔道施設設計指針 2012」（⽇本⽔道協会）による推計⽅法に準じて推計した。 

図 5.3 給水量の推移 
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5.2 給水収益（水道用水供給料金）の見通し 

当企業団の料金体系は、責任水量制に基づく体系となっており、構成団体の年間責任水量

に供給単価 （105 円/㎥）を乗じて算定します。 

今後、浄水場等の設備類の更新事業で経費の増加が見込まれるため、当企業団の経営状況

は、厳しくなるものと考えられます。 

将来人口の減少に伴い、構成団体の給水量の減少に連動して当企業団の送水量も減少傾向

で推移する見込みです。受水率の増加により当企業団の施設を有効活用するとともに、構成

団体の受水費の負担を軽減するため、実使用水量に見合った料金徴収のあり方について検討

していきます。 

表 5-1 給水収益（水道用水供給料金）の見通し 

（単位:千円、税抜き） 

  甲州市 ⼭梨市 笛吹市 合計 
R5(2023) 215,208 238,266 276,696 730,170 

R6(2024) 214,620 237,615 275,940 728,175 

R7(2025) 214,620 237,615 275,940 728,175 

R8(2026) 214,620 237,615 275,940 728,175 

R9(2027) 215,208 238,266 276,696 730,170 

R10(2028) 214,620 237,615 275,940 728,175 

R11(2029) 214,620 237,615 275,940 728,175 

R12(2030) 214,620 237,615 275,940 728,175 

R13(2031) 215,208 238,266 276,696 730,170 

R14(2032) 214,620 237,615 275,940 728,175 

5.3 施設の見通し 

当企業団の水道施設は、平成 3 年 4 月の企業団設立から平成 19 年度に掛けて整備を行って

きました。平成 20 年 4 月の供給開始から 15 年が経過し、設備類の経年劣化が進んでおり、

浄水場等の計装設備、中央監視設備、遠方監視設備などの設備類は、本計画期間中に更新時

期を迎えます。また、計画期間後には、その他の設備類についても更新時期を迎えます。 

このような状況であることから、長期的な更新事業の見通しを検証するため、厚生労働省

が示した「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」の考え方

に従い、令和 5 年度にアセットマネジメントを実施するためのデータを整備し、更新需要の

見通しを検討しました。 

アセットマネジメント検討の対象期間（40 年）内に更新しない設定で、構造物及び設備、

管路の健全度を試算したところ、次のとおり老朽化が進み、水道施設の健全度が著しく低下

する見込みとなりました。なお、健全度の判定は、アセットマネジメントの手引きで示され

る「健全資産」、「経年化資産」及び「老朽化資産」の 3 区分を用いています。 
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表 5-2 健全度の区分 

名称 算式 

健全資産（管路） 経過年数が法定耐⽤年数以内の資産（管路） 

経年化資産（管路） 経過年数が法定耐⽤年数の 1.0〜1.5 倍の資産（管路） 

⽼朽化資産（管路） 経過年数が法定耐⽤年数の 1.5 倍を超えた資産（管路） 
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また、経年劣化した施設は、機能低下により水の安定供給に支障をきたすだけでなく、運

転効率の低下なども懸念されるため、計画的な老朽施設の更新が必要となります。 

そこで、全国の平均的な使用年数を参考に設定した実使用年数にて更新をした場合、今後

40 年間（令和 45（2063）年度まで）に必要となる将来の更新事業費を試算しました。 

実使用年数にて更新する場合、計画期間内において管路についての更新需要は発生しませ

ん。設備類については、更新需要は 40 年間で 19,332 百万、年平均にすると 483 百円/年と見

込まれました。 

 

図 5.5 更新事業費（実使用年数で更新した場合）（税抜） 

5.4 組織の見通し 

水道用水供給事業に従事している職員は、図 2.2 に示すように、管理職である事務局長を

含めて 6 名であり、また、浄水場等の運転管理業務を民間事業者に第三者委託しており、必

要最低限の人員で効率的に事業運営に取組んでいます。 

 前回改定時（平成 30 年度）の運営体制では、技術継承を含めた事業の継続や今後の更新事

業に対応できる体制となっていなかったことから、職員を 3 名増員しています。 
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6 経営の基本方針 

当企業団では、事業運営の基本となる今後目指すべき方向性と方策を示す「峡東地域広域水

道企業団 地域水道ビジョン、平成 22年 2月」を改定し、平成31年 3月に、「峡東地域広域水

道企業団 水道事業ビジョン」を策定しました。水道事業ビジョンにおいては、厚生労働省の新

水道ビジョンに示された「安全」「強靭」「持続」の観点から、基本理念は、「安全・強靱で持続

可能な峡東地域の水道」とし、事業展開を推進することとしています。この基本理念のもと、

「安全」、「強靭」、「持続」の視点で、以下の基本方針を掲げています。 

 

図 6.1 水道事業ビジョンの基本理念と基本方針 

水道事業ビジョンでは、その基本理念と基本方針を実現するために、具体的な実現方策を

図 6.3 のとおり掲げています。本経営戦略は、当企業団の事業運営において水道事業ビジョ

ンの実現方策を推進するため、具体的な経営計画を策定するものであり、健全な経営を持続

する観点から、経営の基本方針を次のとおりとします。 
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図 6.3 水道事業ビジョンの施策体系 

 

 

 

基本方針3．
信頼できる
用水供給事業

安
全

強
靱

持
続

基本方針1．
安心できる
用水供給事業

基本方針2．
満足できる
用水供給事業

目標1）
水質管理の強化

－施策－
（1）水安全計画の策定
（2）水源環境の保全
（3）適正な水質検査の実施

目標2）
適切な維持管理

－施策－
（1）業務マニュアルの整備
（2）施設・設備の長寿命化と更新

目標1）
危機管理の強化

－施策－
（1）危機管理計画・マニュアルの整備
（2）水道施設の耐震化
（3）復旧資機材の備蓄

目標2）
構成団体との協働

－施策－
（1）地域としての仕組みづくりの検討
（2）新たな広域連携の検討

目標1）
運営基盤の強化

－施策－
（1）経営戦略の作成と適切な財源の確保
（2）確実な技術の継承

目標2）
維持管理の効率化

－施策－
（1）情報管理システムの利用・活用
（2）民間ノウハウの活用

目標3）
サービスの向上

－施策－
（1）情報公開方法の多様化、内容の充実
（2）施設見学・広報活動の拡充

目標4）
自然環境への配慮

－施策－
（1）省エネルギー対策・資源節約の推進
（2）小水力発電の推進



26 

7 投資・財政計画（収支計画） 

7.1 計画の策定方法等 

収支計画策定の中で、算出した必要経費等を基にその対象期間内における財政見通しを策

定しました。収支計画の策定方法は、次のとおりです。また、表 7-1 に、経営戦略における

収支計画策定条件の概要を示します。 

＜収支計画の策定方法＞ 

 対象期間を令和 6（2024）年度から令和 15（2033）年度としました。 

 令和 6（2024）年度以降における経費等は、平成 30 年度～令和 4 年度決算平均、または

令和 5 年度予算を基礎として積算しました。 

 年次別の建設改良費を後述の投資計画から設定し、将来の減価償却費を算定しました。 

 企業債の借入金額から、将来の企業債償還金と支払利息を算定しました。 

 上記により料金収入以外の収支を算定し、料金収入は現行料金体系で算定しました。 

 

表 7-1 経営戦略における収支計画策定条件の概要 

項 ⽬ 策  定  条  件 
1.策定期間 令和 6（2024）年度から令和 15（2033）年度までの 10 年間 
2.⽔道料⾦ 供給単価 （105 円/㎥）×協定⽔量 

3.⽔需要計画 

協定⽔量 19,000 ㎥/⽇ 
⼭梨市 協定⽔量 6,200 ㎥/⽇ 
笛吹市 協定⽔量 7,200 ㎥/⽇ 
甲州市 協定⽔量 5,600 ㎥/⽇ 

4.資⾦残⾼ 
浄⽔場及び送⽔施設の更新を実施しながら企業債の発⾏を控えて期間
末に約 19 億円を確保する計画 

5.収益的収⼊  

営業収益 
給⽔収益は、料⾦収⼊（105 円/㎥×年間協定⽔量） 
その他営業収益は、令和 5 年度予算を基礎として積算 

営業外収益 

 

受取利息及び配当⾦ 前年度末資⾦残⾼を基準に積算 
⻑期前受⾦戻⼊ 減価償却に伴う戻⼊予定額を計上 
雑収益 令和 5 年度予算を基礎として積算 

 

6.収益的⽀出  

共通事項 
平成 30 年度〜令和 4 年度決算平均、令和 5 年度予算を基礎として積
算 
物価上昇の影響を受ける費⽬は、0.8％/年の物価上昇を⾒込む 

⼈件費 令和 5 年度予算を基礎として積算、0.9％／年の給与改定を⾒込む 
委託料 令和 5 年度予算を基礎として積算、0.8％/年の物価上昇を⾒込む 
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項 ⽬ 策  定  条  件 

動⼒費・薬品費 R4 決算の単価×年間送⽔量として積算 
修繕費 H30〜R4 決算平均を基礎として積算、物価上昇を⾒込む 

減価償却費等 

 

減価償却費 法定耐⽤年数により積算 
資産消耗費 建設改良費の 5%を積算 

 

その他営業費⽤ 
H30〜R4 決算平均を基礎として積算 
（物価上昇を⾒込むものと⾒込まないものがある） 

⽀払利息 「企業債」の条件により積算 
7.損益 収益的収⼊－収益的⽀出 
8.資本的収⼊  

企業債 計上していない 
出資⾦（市出資⾦） 
負担⾦（市負担⾦） 新たな構成団体からの繰⼊は⾒込んでいない 
国庫補助⾦ 
雑収⼊ 計上していない 

9.資本的⽀出  
建設改良費  
 ⼯事請負費 投資計画を参照 
 委託料 更新⼯事に関する委託料は、次年度⼯事請負費の 7％ 
 固定資産購⼊費 100 万円（税抜き）で⼀定 
企業債償還⾦ 「企業債」の条件により積算 

10.資⾦収⽀  
損益勘定留保資⾦① 損益＋減価償却費＋資産消耗費－⻑期前受⾦戻⼊ 
資本的収⽀不⾜額② 資本的収⼊－資本的⽀出 
消費税資本的収⽀調整額③ 必要項⽬の積上げとする（投資計画を参照） 
差し引き④ ①+②+③ 
資⾦残⾼ 前年度末の資⾦残⾼＋④ 
企業債残⾼ 「企業債」の条件により積算 
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7.2 投資についての説明 

１）投資計画の作成方針 

適切な計画による施設整備を行うべく、次の作成方針に基づき財政の見通しを考慮したう

えで、令和 6（2024）年度～令和 20（2038）年度の投資計画を作成しました。 

 

＜計画作成の方針＞ 

○ R8～R10 には浄水場及び送水施設の計装設備の更新を予定しています。 

○ R11～R16 には浄水場浄水施設や送水施設の電気設備の更新を予定しています。 

○ R16 からは管路の耐震化を予定しています。 

 

２）投資計画の概要 

①取水施設の工事請負費 

令和 8（2026）年度～令和 9（2027）年度に、取水施設の電源設備、計装設備、遠方監視設

備の更新事業を行います。 

主な事業： R8～9（2026～2027) ：電源設備、計装設備、遠方監視設備 

②浄水施設の工事請負費 

令和 8（2026）年度～令和 10（2028）年度に、既設浄水施設の計装設備の更新事業を行い

ます。 

令和 11（2031）～令和 12（2030）年度に、受変電設備、動力設備の更新事業を行います。 

主な事業： R8～9（2026～2027） 

R11～R12 (2031～2034) 

：計装設備 

：受変電設備、動力設備 

④ 送水施設（増圧ポンプ場、減圧槽、減圧弁室、受水点流量計室）の工事請負費 

令和 8（2028）年度～令和 10（2030）年度に、計装設備の更新事業を行います。 

令和 13（2031）年度～令和 15（2033）年度に、電気設備の更新事業を行います。 

主な事業: 
R8～R10(2026～2028) 
R13～R15(2031～2033) 

：計装設備、遠方監視設備更新工事 
：電気設備 

④委託料 

①～③の工事請負費に対し、次年度工事請負費の 7％の委託料を設定しました。 

⑤固定資産購入費 

固定資産購入費（備品購入費）は、税抜き 100 万円で一定としました。 
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図 7.1 投資計画 

7.3 財源についての説明 
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 今回の計画期間の更新事業は、企業債の発行は行わず、自己資金のみで実施することとし

ました。 

２）資金残高 

本計画期間中に浄水場等の浄水設備類の更新を計画しており多額の費用を要するため、財

源として資金残高を確保する必要があります。資金残高の目標値を 30 億円に設定しました。 

7.4 投資以外の経費についての説明 

表 7-1 に経費の算定方法の概要を示していますが、職員給与費、動力費、修繕費、委託料

など投資以外で大きな支出項目について、具体的な算定方法を示します。 

１）維持管理に係る経費 

①人件費 

令和 5 年度予算を基礎として、0.9％／年の給与改定を見込み算定しました。 

②動力費 

令和 4 年度決算の送水量 1 ㎥当たりの動力費単価×年間送水量として算定しました。 

③薬品費 

令和 4 年度決算の送水量 1 ㎥当たりの薬品費単価×年間送水量として算定しました。 

⑤ 修繕費 

平成 30 年度～令和 4 年度決算の平均値を基礎として、0.8％/年の物価上昇を見込んで算
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定しました。 

⑥ 委託料 

令和 5 年度予算を基礎として、0.8％/年の物価上昇を見込んで算定しました。 

２）その他の経費 

①減価償却費 

令和 4 年度末時点の取得資産は、固定資産台帳を基に資産ごとに、法定耐用年数により積

算しました。また、令和 5 年度以降の取得資産は、投資計画の工事ごとに、下記の条件によ

り算定した。 

表 7-2 減価償却費の算定条件 

償却区分 法定耐⽤年数 限度率 償却率 
琴川ダム堰堤改良⼯事 
⼀部負担 55 年 1.0 0.016 

設備類 20 年 1.0 0.045 

 

②長期前受金戻入 

令和 4 年度末までの財源に対しては予定額、令和 5 年度以降は新たな長期前受金戻入の対

象となる財源は計上していません。 

③資産減耗費 

投資計画の主な内容は更新事業であるため、建設改良費の 5％を計上しています。 

④支払利息、企業債償還金 

令和 4 年度末までの企業債に対しては償還予定額を計上しています。 

7.5 投資・財政計画（収支計画） 

以上の条件により、令和 6（2024）年度～令和 15（2033）年度の投資・財政計画を策定し

ました。 

現在の料金体系（表 2-4 参照）においては、令和 8（2026）年度以降の更新事業を実施し

ながら収益的収支の黒字が維持できる見通しとなっています。また、キャッシュフロー（資

金の増減）を見ると、企業債を発行することなく資金残高が維持できることから、令和 15（2033）

年度までは現在の料金体系で健全な事業運営（経営）が可能と言えます。 

ただし、本計画期間後には、浄水場の機械設備の更新事業や管路の耐震化事業を予定して

いることから、投資額は継続して必要となっていくことが見込まれ、更新事業の実施に当た

っては財政的な負担が増加していく見通しとなっています。 
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図 7.2 投資・財政計画（収支計画）
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表 7-3 投資・財政計画（収支計画） 
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7.6 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後の検討予

定の取組について示します。 

１）投資についての検討状況等 

表 7-4 に、投資についての検討状況等を示します。 

表 7-4 投資についての検討状況等 

⺠間資⾦・ノウハウ等の活⽤ 
浄⽔場等の運転管理業務を⺠間事業者に第三者委託しており、効率的に事
業を運営しています。 

施設・設備の廃⽌・統合 
（ダウンサイジング） 

構成団体における給⽔量は⼈⼝減に伴い減少する⾒込みですが、安定的に
供給できる当企業団からの供給⽔量を軸として運⽤するとものと考えられます。
このため、現況の施設能⼒を維持することが必要です。 

施設・設備の合理化 
（スペックダウン） 

浄⽔場等の設備類は、更新時にこれまでの運転実績を踏まえて、より効率的
かつ省エネルギーなものに更新します。 

施設・設備の⻑寿命化等の
投資の平準化 

浄⽔場等においては、引き続き定期的な点検修繕の実施により施設・設備の
⻑寿命化に取組みます。 
管路については、本計画期間の以降となりますが、耐震性に問題のある区間に
おいては、管路耐震化の必要性を明らかにしたうえで耐震化対策に取り組むこ
ととします。また、⽔管橋についても、本計画期間の以降となりますが、塗装の塗
り替えを⾏います。 

広域化 

⽔道法の改正、広域化推進プランの策定など、国（厚⽣労働省、総務省）
においては都道府県と市町村が連携して広域化の検討を進めることを求めてい
ます。峡東地域においては、広域的な取組として、当企業団による⽔道⽤⽔の
広域的な安定供給に取り組んできたところですが、将来の広域化⽅策につい
て、構成団体と連携して検討を進めます。 

耐震化 

浄⽔場等の施設については⼤規模地震にも対応できる耐震性を有していま
す。また、管路については、液状化の危険性がある⼀部の区間において耐震性
を満⾜できていないと考えられることから、本計画期間の以降となりますが、管路
の耐震化対策に取り組むこととします。 
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２）財源についての検討状況等 

表 7-5 に、財政についての検討状況等を示します。 

表 7-5 財政についての検討状況等 

⽔道⽤⽔供給料⾦ 

平成 40（2028）年度までは現在の料⾦体系で健全な事業運営（経営）
が可能と⾔えます。ただし、将来的には浄⽔場等の設備類の更新事業に伴う
費⽤の増加により、⽔道⽤⽔供給料⾦の改定が必要になると⾒込まれますの
で、次回の経営戦略の改定時には、⽔道⽤⽔供給料⾦のあり⽅について検証
を⾏います。 

企業債 
浄⽔場等の設備類の更新事業の財源は、すべて⾃⼰資⾦としていますが、企
業債発⾏の有無については、予算編成時に再検討することとします。 

繰⼊⾦（出資⾦、負担⾦） 
⽔道⽤⽔供給事業の独⽴採算制原則のもと、基準外繰⼊⾦は⾒込んでいま
せん。  

資産の有効活⽤等による収⼊
増加の取組 

引き続き、内部留保資⾦については資産運⽤に取組みます。  

 

３）投資以外の経費についての検討状況等 

表 7-6 に、投資以外の経費についての検討状況等を示します。 

表 7-6 投資以外の経費についての検討状況等 

委託料 現時点において、浄⽔場等の運転・管理を包括的に委託しており、新たな委託は考えていません。 

修繕費 
令和 5 度予算を基礎として、0.8％/年の物価上昇を⾒込んで算定しましたが、適切な修繕の実
施により⻑寿命化が図れるように検討します。 

動⼒費 効率的な浄⽔場の運転管理と⽔運⽤による経費縮減に努めます。  

⼈件費 
引き続き、必要最低限の職員数による事業運営に努めます。ただし、技術継承を含めた事業の継
続や今後の更新事業に対応できる体制を整備するために、職員を 3 名増員しました。 
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8 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

8.1 進捗管理及び見直しの方法 

本経営戦略については、ＰＤＣＡサイクルに基づき、計画の策定（Plan）、事業の実行（Do）、

達成度の評価（Check）、改善（Action）を行い、フォローアップしていきます。このうち達成

度の評価及び改善については、下記に示すように、モニタリング及びローリングにより実施

します。 

１）モニタリング 

投資計画の進捗確認と財政状況（損益、資金残高、企業債残高）の確認を毎年度実施しま

す。モニタリングにおいて計画との大きな乖離が認められた場合には、次に示す計画見直し

（ローリング）を待たずに、計画の全体的な見直しや再検討を実施します。 

２）ローリング 

現行料金を平成 40（2028）年度まで継続する計画としています。ただし、浄水場等の設備

類の更新事業に着手すると収益が悪化することが見込まれることから、事業着手に当たって

は計画期間中ではありますが、財政計画の見直し（ローリング）を行うものとします。 

見直しに当たっては、モニタリングを踏まえて、収支計画の計画値と実績の乖離状況につ

いて検証のうえ、投資計画をはじめ各支出項目を全体的に見直し、その財源確保策など、必

要な改善策を検討します 
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